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○北海道後期高齢者医療広域連合の議会の議員選挙に関する規則

平成19年４月２日規則第11号制 定

（趣旨）

広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の選挙については、北海道後期高第１条

齢者医療広域連合規約（以下「規約」という。）第８条及び第９条第３項に規定するもののほか、

この規則の定めるところによる。

（選挙事務の管理）

広域連合議員の選挙は、北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会（以下「選挙管理委第２条

員会」という。）が管理執行する。

（選挙長）

広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長を置く。第３条

選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。２

（選挙立会人）

選挙長は、第６条の規定により告示された候補者推薦届出の受付期間（以下「候補者受付期第４条

間」という。）の終了後、広域連合の職員又は広域連合を組織する市町村（以下「関係市町村」と

いう。）の職員の中から、本人の承諾を得て、２人以上の選挙立会人を選任し、直ちに本人に通知

しなければならない。

選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。２

（被選挙権）

広域連合議員の選挙の被選挙権を有する者は、関係市町村の長及び議会の議員とし、関係市第５条

町村の長の職務代理者は、広域連合議員の選挙の被選挙権を有しない。

（選挙執行等の告示）

広域連合議員の選挙を行うときは、選挙管理委員会は、その旨及び候補者受付期間を少なく第６条

とも候補者推薦届出の受付開始日（以下「候補者の受付開始日」という。）の２１日前に告示しな

ければならない。

（候補者受付期間）

候補者受付期間は、候補者の受付開始日から起算して７日目に当たる日の午後２時までとす第７条

る。

（団体による候補者推薦届出）

規約第８条第１項各号に定める団体が候補者を推薦しようとするときは、候補者受付期間内第８条

に、直接又は郵便等により、広域連合議会議員選挙候補者団体推薦届出書（別記様式第１号）に当

該候補者の承諾書（別記様式第２号）を添えて、選挙長に届け出なければならない。

（個人による候補者推薦届出）

規約第８条第１項各号に定める関係市町村の長又は議会の議員（以下この条において「関係第９条

市町村の長又は議員」という。）が候補者を推薦しようとするときは、候補者受付期間内に、直接

又は郵便等により、広域連合議会議員選挙候補者個人推薦届出書（別記様式第３号。以下「推薦届

出書」という。）に当該候補者の承諾書を添えて、選挙長に届け出なければならない。この場合に

おいて、承諾書は同一の候補者を推薦しようとする者のうち、１人が添付すれば足りるものとする。

関係市町村の長又は議員が候補者を推薦しようとするときは、同一の選挙において２人以上の者２

を推薦することができない。

関係市町村の長又は議員が候補者を推薦しようとするときは、互いに推薦することができる。３

関係市町村の長又は議員が候補者を推薦しようとするときは、自らを推薦することができない。４

推薦届出書の記入日において関係市町村の長又は議会の議員でない者は、候補者を推薦すること５

ができない。この場合における記入日は、第６条に規定する告示のあった日（以下「告示日」とい

う。）から候補者受付期間の最終日までの間でなければならない。

規約第８条第１項第１号及び第２号に規定する総数は、告示日における総数によるものとする。６

議会議員選挙に関する規則
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規約第８条第１項第３号及び第４号に規定する定数の総数は、告示日の属する年度の前年度の３７

月３１日における定数の総数によるものとする。

（候補者の告示等）

選挙長は、候補者受付期間の終了後、直ちに候補者の公職の名称、氏名、生年月日、党派第１０条

及び推薦の種別を告示するとともに、選挙管理委員会に報告し、速やかに規約第８条第１項各号の

候補者の区分に応じ、当該区分に係る広域連合を組織する市又は町村の議会の議長に通知しなけれ

ばならない。

（候補者となれない者）

候補者受付期間の最終日において、関係市町村の長又は議会の議員でない者は、候補者と第１１条

なることができない。

（開票結果の報告）

関係市町村の議会において広域連合議員の選挙を行ったときは、当該関係市町村の議会の第１２条

議長は、直ちにその開票結果を北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙開票結果報告書（別記

様式第４号）により選挙長に報告しなければならない。

（選挙会）

選挙長は、前条の規定により、すべての関係市町村の議会の議長から開票結果の報告を受第１３条

けたときは、速やかに選挙会を開き、２人以上の選挙立会人の立会いの下に、各候補者の得票総数

の集計及び点検を行い、当選人を定めなければならない。

選挙会は、広域連合の事務所で開く。２

（選挙会の参観）

関係市町村の長及び議会の議員は、選挙会の参観を求めることができる。第１４条

（選挙録の作成）

選挙長は、選挙録（別記様式第５号。第１８条第１項の規定により無投票となった場合に第１５条

あっては、別記様式第６号）を作り、選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに

署名しなければならない。

（当選人）

当選人の決定は、規約第８条第４項の規定による。第１６条

当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。２

（当選人が欠けた場合の繰上げ補充）

広域連合議員としての任期の開始日前に、当選人の死亡、当選の辞退等の理由により当選第１７条

人が欠けた場合で、前条第２項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあると

きは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

（無投票当選）

第８条及び第９条第１項の規定による届出のあった候補者が定数を超えないとき又は超え第１８条

なくなったときは、投票は、行わない。

前項の規定により、投票を行わないこととなった規約第８条第１項各号の区分があるときは、選２

挙長は、候補者受付期間の終了後、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会に報告し、

速やかに当該区分に係る広域連合を組織する市又は町村の議会の議長に通知しなければならない。

第１項の規定により、投票を行わないこととなった規約第８条第１項各号の区分については、第３

１３条第１項の規定により開かれる選挙会において、当該候補者をもって当選人と定めなければな

らない。

第１項の規定により、規約第８条第１項各号のすべての区分で投票を行わないこととなったとき４

は、前項の規定にかかわらず、選挙長は、候補者受付期間の終了後、速やかに選挙会を開き、当該

候補者をもって当選人と定めなければならない。

（当選人の報告、告知及び告示）

当選人が定まったときは、選挙長は、直ちに当選人の公職の名称、氏名、生年月日、党派、第１９条

推薦の種別及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、選挙管理委員

会に報告しなければならない。

前項の規定による報告があったときは、選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、２

かつ、当選人の公職の名称及び氏名を告示しなければならない。
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（当選人となれない者）

当選人を定める日において、関係市町村の長又は議会の議員でない者は、当選人となるこ第２０条

とができない。

（選挙結果の報告）

選挙管理委員会は、選挙の結果を直ちに関係市町村の長及び議会の議長並びに規約第８条第２１条

第１項各号に定める団体に対して報告しなければならない。

（広域連合議員の任期）

広域連合議員の任期は、当選人の告示の日から開始する。ただし、任期満了による選挙が第２２条

広域連合議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任した

ときは前任者の任期満了の日の翌日から、当選人の告示の日の翌日以後に前任の議員が欠けたとき

はその欠けた日の翌日から、それぞれ開始する。

附 則

（施行期日）

この規則は、公布の日から施行する。１

（経過措置）

第９条第７項の規定にかかわらず、平成１９年度に行われる選挙における規約第８条第１項第３２

号及び第４号に規定する定数の総数は、平成１９年５月２日における定数の総数によるものとする。
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（第８条関係）別記様式第１号

年 月 日

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

選挙長 様

推薦団体名

会長 印

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者団体推薦届出書

年北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第 号により告

示された北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙における候補者として、別紙

のとおり推薦します。

議会議員選挙に関する規則
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（別紙）

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者

年北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第 号

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

ふりがな

候 補 者 氏 名

生 年 月 日 年 月 日

公 職 の 名 称

党 派

ふりがな

候 補 者 氏 名

生 年 月 日 年 月 日

公 職 の 名 称

党 派

ふりがな

候 補 者 氏 名

生 年 月 日 年 月 日

公 職 の 名 称

党 派

ふりがな

候 補 者 氏 名

生 年 月 日 年 月 日

公 職 の 名 称

党 派

議会議員選挙に関する規則
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（第８条、第９条関係）別記様式第２号

承 諾 書

年北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第 号により告

示された北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の候補者となることについて

承諾します。

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

選挙長 様

年 月 日

ふりがな

印候 補 者 氏 名

生 年 月 日 年 月 日

公 職 の 名 称

党 派

連 絡 先 住 所
（書類の送付先）

連絡先電話番号

議会議員選挙に関する規則
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（第９条関係）別記様式第３号

年 月 日

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

選挙長 様

公 職 の 名 称

印
推 薦 人 氏 名

（代表者）

連 絡 先 住 所

連絡先電話番号

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者個人推薦届出書

年北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第 号により告

示された北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の候補者として、次のとおり

推薦します。

ふりがな

候補者氏名

生 年 月 日 年 月 日

公職の名称

党 派

※ 複数の推薦人が連名で候補者を推薦しようとする場合は、別紙を添付して

ください。

議会議員選挙に関する規則
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（別紙）

公職の名称

推薦人氏名 印

公職の名称

推薦人氏名 印

公職の名称

推薦人氏名 印

公職の名称

推薦人氏名 印

公職の名称

推薦人氏名 印

公職の名称

推薦人氏名 印

公職の名称

推薦人氏名 印

公職の名称

推薦人氏名 印

議会議員選挙に関する規則
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（第１２条関係）別記様式第４号

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙開票結果報告書

年北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第 号

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

１ 投・開票年月日 年 月 日

２ 選 出 区 分 ・市長 ・町村長 ・市議会議員 ・町村議会議員

３ 投 票 の 状 況 議員定数 選挙当日在任議員数 投票者数

人 人 人

４ 開 票 の 結 果 投票総数 有効投票 無効投票 無効投票率

票 票 票 ％

５ 候補者の得票数 氏 名 公職の名称 得 票 数

年 月 日

（市町村名） 議会議長 （氏名） 印

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

選挙長 様

議会議員選挙に関する規則
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（第１５条関係）別記様式第５号

（表）

年北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第 号

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙選挙録

１ 選挙会開設場所

２ 選 挙 立 会 人 所属団体名 氏 名 参会時刻 辞職の時刻及び事由

３ 選挙会開催日 年 月 日

４ 選挙会開閉時刻 開始時刻 （午前(後)何時何分） 閉会時刻 （午前(後)何時何分）

５ 選 出 区 分 ・市長 ・町村長 ・市議会議員 ・町村議会議員

６ 選 挙 の 結 果 投票の内訳 投票総数 有効投票 無効投票 無効投票率(１)

票 票 票 ％

当選人及び(２)

その他の候補 氏 名 公職の名称 得票総数

者の得票総数

当選人

当選人

当選人

当選人

当選人

当選人

当選人

当選人

議会議員選挙に関する規則
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（裏）

７ 選挙会事務従 １ 広域連合選挙管理委員会事務局職員 人

事者 総数 人 内

２ その他の者 人

年 月 日調製

選挙長 （氏名）

我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

選挙立会人 （氏名）

選挙立会人 （氏名）

備考

１ 当選人及びその他の候補者の氏名は、得票の多数の者から順次記載するものとする。

２ この様式のほか、選挙長において、選挙会に関し緊要と認める事項があるときは、これを記載しなければならない。こ

の場合においては、補助用紙を用いることができる。

議会議員選挙に関する規則
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（第１５条関係）別記様式第６号

（表）

年北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第 号

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙選挙録

１ 選挙会開設場所

２ 選 挙 立 会 人 所属団体名 氏 名 参会時刻 辞職の時刻及び事由

３ 選挙会開催日 年 月 日

４ 選挙会開閉時刻 開始時刻 （午前(後)何時何分） 閉会時刻 （午前(後)何時何分）

５ 選 出 区 分 ・市長 ・町村長 ・市議会議員 ・町村議会議員

６ 無投票の事由

７ 当 選 人 氏 名 公職の名称 備 考

議会議員選挙に関する規則
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（裏）

８ 選挙会事務従事 １ 広域連合選挙管理委員会事務局職員 人

者 総数 人 内

２ その他の者 人

年 月 日調製

選挙長 （氏名）

我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

選挙立会人 （氏名）

選挙立会人 （氏名）

備考

１ 無投票の事由は、明確に記載するものとする。

２ この様式のほか、選挙長において、選挙会に関し緊要と認める事項があるときは、これを記載しなければならない。こ

の場合においては、補助用紙を用いることができる。

議会議員選挙に関する規則
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